
 

第２回滋賀県分収造林事業あり方検討委員会の内容報告について 

 

１ 長期経営計画の概要 

○策定年月：平成 23 年（2011 年）９月 

○計画期間：平成 23 年（2011 年）～令和 50年（2068 年）＜57年間＞ 

○位置づけ：経営が予定されている期間における長期の経営見通しおよび目標に関する計画 

○経営理念：琵琶湖と淀川を守りつつ地域の木材生産の核となる公社林づくり 

 

 

 

２ 森林整備・木材生産概要 

  

 

 〇長期経営計画では、車両系集材および架線系集材で、採算林の 100％の集材を想定 

 〇実際は、車両系集材のみであり、採算林が縮小している 

  

琵琶湖・森林政策特別委員会 資料 
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長期経営計画 実態 
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３ 債務弁済計画 

 

 

４ 長期経営計画における経営評価結果 

 

 〇ほとんどの評価結果が×評価となっており、目標の達成に至っていない状況 
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５ 長期経営計画の検証と分析 

〇長期経営計画検証 

① 現状分析 ⇒ ②SWOT 分析 ⇒ ③課題解決の方向性検討 

 〇現状分析 

内部環境要因 
外部環境要因へのこれまでの取組成果が公社の強み。航空レーザ計測により
森林資源の実態が明らかになった結果、借入債務の償還財源の確保に疑義
が生じていることが弱み。 

外部環境要因 
公益的機能に対する社会的背景や要請が公社の森林整備事業の大きな動機
になる一方で、林業採算性が収益の大きな下振れ要因であるとともに、自然
条件が経営資源である森林資産の阻害要因なっている。 

 

 〇SWOT 分析 

 

〇推進や改善戦略では、収支の大きな改善は見込めない 

〇公社経営に対する脅威から回避、撤退するために長期経営計画の修正が必要 

 

６ 課題解決の方向性検討 

〇長期経営計画の特徴 

 長期経営計画は、債務弁済のための木材生産と公益的機能の持続的発揮の均衡を図る計画 

⇒しかし、長期経営計画策定以降の状況変化によって、この均衡が崩れ始めている 
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〇造林公社経営が抱える本質的・構造的な課題 

 林業公社経営においては、『公益的機能』と『木材生産』がトレードオフの関係 

〇長期経営計画の方向性 

① 回避戦略（長期経営計画の下方修正） 

公益的機能に配慮し、債務弁済目標を下方修正、公社経営をスケールダウンさせる 

② 撤退戦略（長期経営計画の廃止） 

分収造林事業を廃止、長期経営計画を廃止、公益的機能の持続的発揮に特化させる 

 〇分収造林事業における現状認識 

  ★公益性：公社事業地は、造林公社による適正な管理によって森林の公益的機能を持続的に発揮 

  ★収益性： 

・長期経営計画策定時から木材価格が下落、事業コストが上昇したことで、結果的に、分収造林事
業による 188 億円の債務弁済スキームが実質的な破綻状態に陥っている。 

・債務整理の実施も含め、公社経営および長期経営計画を実態に則した内容に改善の必要 

 

７ 長期経営計画修正案 
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８ 第２回あり方検討会での各委員からの主な意見（令和６年 11 月 8 日開催） 

（Ａ委員） 

 ○ 今後、採算林については皆伐再造林して、所有者の意向で好きな樹種を植栽し、これが終わ

るまでは解散しないとか、そういう選択肢があってもいいのかなと思う。 

（Ｂ委員） 

 ○ 前回、公社林の管理に市町の森林環境譲与税を活用するという意見があったが、公社林の負

担まで市町に押し付けられるのは容認できない。 

 ○ 公社林からの収益はほぼ見込めないが、今後はどのように公益的機能を重視した取り組みを

するのか、県と市町で何ができるのか検討が必要である。 

（Ｃ委員） 

 ○ 公社という団体は、もう撤退するという枠組みは十分想定可能。しかし、どの選択肢を取っ

たとしても、今後公益的機能をどのように維持していくのか方策が必要である。 

（Ｄ委員） 

 ○ 債務の問題もあるが、公益的機能の持続的発揮という観点からしても、将来的な管理から県

が撤退するのは絶対に反対である。 

（Ｅ委員） 

 〇 今回、スケールダウンと長期計画廃止の案が提示されたが、この中間案やその他の案もある

と思うので、検討が必要。 

 

９ 今後の検討の方向性 

 ○ 特定調停で確定した残債務の大部分が弁済の見込めない状況であることから、あらゆる選択

肢（公社解散を含む）を排除せず、検討を行う。 

 ○ いずれの選択肢であっても、これまで公社が造林してきた森林は、琵琶湖の保全に大きく影

響を及ぼす奥地水源林であることから、今後も県が責任をもって整備・管理していくようなス

キームの検討が必要と認識しており、水源林管理のあり方については、現在森林審議会で検討

中。 

 

10 これまでの経過と今後のスケジュール 

  令和６年９月 13 日 第１回 造林公社の現状について（収支見通し公表） 

  令和６年 10月８日 特別委員会にて報告 

令和６年 11 月 8日 第２回長期経営計画の検証と評価（公社事業の総括） 

令和６年 12 月 17 日 特別委員会にて報告 

  令和７年２月 第３回 あり方の方向性（ここで全体像や一定の方向性を提示） 

  令和７年３月 特別委員会にて報告 

  令和７年５月 第４回 分収造林事業のあり方 

  令和７年８月 特別委員会にて報告 
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  令和７年８月 第５回 公社経営のあり方 

  令和７年 10月 特別委員会にて報告 

 

＜参考：分収造林事業あり方検討会の概要＞ 

 ◎ 委員 

役職 分野 氏名 主な略歴 

会 長 学  識 立花  敏 

京都大学大学院農学研究科教授 

林野庁林政審議会等、国所管の委員を歴任 

森林経営、森林貿易、森林計画等について研究 

国有林野事業の検討にも参画 

委 員 学  識 泉  桂子 
岩手県立大学総合政策学部教授 

林業公社問題を長年研究 

委 員 関係団体 家森 茂樹 滋賀県森林組合 組合長 

委 員 経  営 北  克憲 
監査法人トーマツ所属公認会計士 

R5 包括外部監査補助者 

委 員 林業経営 新永 智士 （株）鹿児島総合研究所 代表取締役社長 

委 員 法  律 圡井 裕明 
弁護士（元日本弁護士連合会副会長） 

造林公社経営評価委員会委員 

委 員 行  政 浅見 宣義 長浜市長 

委 員 行  政 久保 久良 多賀町長 
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